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本資料のうち，枠囲みの内容は， 

商業機密あるいは防護上の観点 

から公開できません。 
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申請範囲 

 

 今回の申請範囲は，柏崎刈羽原子力発電所第 7号機の次の部分であります。 

（変更の工事に該当するものに限る。） 

 

一 発電所 

（一） 原子力設備 

 9 蒸気タービン 

  1 種類，定格出力，気筒数，主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度，組合せ中間弁の入口の圧力

及び温度，抽気圧力，抽気量，排気圧力，回転速度並びに被動機一体の危険速度 

  2 車室，円板，隔板，噴口，翼，車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力，最高使用

温度，外径，厚さ及び材料 
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Ⅰ 工事計画書 
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Ⅰ 工事計画書 

 

 一 発電所 

1． 発電所の名称及び位置 

  名 称  柏崎刈羽原子力発電所 

  位 置  新潟県柏崎市及び刈羽郡刈羽村 

 

2． 発電所の出力及び周波数 

    出   力  8,212,000kW 

     １号機   1,100,000kW 

     ２号機   1,100,000kW 

     ３号機   1,100,000kW 

     ４号機   1,100,000kW 

     ５号機   1,100,000kW 

     ６号機   1,356,000kW 

     ７号機   1,356,000kW（今回申請分） 

    周 波 数  50Hz 
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（一） 原子力設備 

 9 蒸気タービン 

  1 種類，定格出力，気筒数，主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度，組合せ中間弁の入口の圧力

及び温度，抽気圧力，抽気量，排気圧力，回転速度並びに被動機一体の危険速度 

 単位 変 更 前 変 更 後 

種 類 － 
くし形 6流排気再熱再生
復水式 

同  左 

定 格 出 力 kW 1,356,000 同  左 

気 筒 数 － 4 気筒 同  左 

圧
力 

主 蒸 気 止 め 弁 入 口 － 68.2kg/cm2＊1 6.68MPa＊3 

組 合 せ 中 間 弁 入 口 －   

温
度 

主 蒸 気 止 め 弁 入 口 ℃ 284 同  左 

組 合 せ 中 間 弁 入 口 ℃     

抽
気
圧
力
（
定
格
出
力
時
） 

第 1 抽気  －     

第 2 抽気  －     

第 3 抽気  －     

第 4 抽気  －   
  

  

第 5 抽気  －   
  

  

第 6 抽気  －   
  

  

抽
気
量
（
定
格
出
力
時
） 

第 1 抽気  kg/h     

第 2 抽気  kg/h     

第 3 抽気  kg/h   

第 4 抽気  kg/h   

第 5 抽気  kg/h   

第 6 抽気  kg/h   

注記＊1 ：68.1668kg/cm2を四捨五入した数値 

＊2 ：建設時第１回工事計画認可申請書（総文発管 3第 167 号，総文発管 3第 556 号をもって

一部補正）はドレン量を含む記載となっている。 

＊3 ：ＳＩ単位に換算したものである。 



 

 3

K
7
 
電
 Ⅰ

 
R0
 

 

 単 位 変 更 前 変 更 後 

排 気 圧 力 － 真空度 702mmHg    -93.6 kPa＊ 

回 転 速 度 rpm 1,500 同  左 

被
動
機
一
体
の
危
険
速
度 

1 次 rpm      

2 次 rpm        

3 次 rpm        

4 次 rpm        

5 次 rpm     

6 次 rpm     

注記＊：ＳＩ単位に換算したものである。 
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  2 車室，円板，隔板，噴口，翼，車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力，最高使用

温度，外径，厚さ及び材料 

 

  a. 円板 

 
段 

落 

変 更 前 変 更 後 

外 径 

（mm） 
材  料 

外 径 

（mm） 
材   料 

低 

圧 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

タ 

ー 

ビ 

ン 

側 

／ 

発 

電 

機 

側 

10  

 

 

 

 

 

 

 

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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  b. 隔板＊ 

 
段 

落 

変 更 前 変 更 後 

外 径 

（mm） 
材    料 

外 径 

(mm) 
材    料 

低 

圧 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

タ 

ー 

ビ 

ン 

側 

／ 

発 

電 

機 

側 

10  

 

 
 

 

11   

 

 

12   

13   

14   

15   
 

 
16   

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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  c. 噴口＊ 

 
段 

落 

変 更 前 変 更 後 

平均直径 

（mm） 
材    料 

平均直径 

(mm) 
材    料 

低

圧

Ａ 

タ

ー

ビ

ン

側 

10  

  

 
 

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

発

電

機

側 

10  

  

  

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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段 

落 

変 更 前 変 更 後 

平均直径 

（mm） 
材    料 

平均直径 

 (mm) 
材    料 

低

圧

Ｂ 

タ

ー

ビ

ン

側 

10  

  

 
 

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

発

電

機

側 

10  

  

  

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   
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段 

落 

変 更 前 変 更 後 

平均直径 

（mm） 
材    料 

平均直径 

(mm) 
材    料 

低

圧

Ｃ 

タ

ー

ビ

ン

側 

10  

  

 
 

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

発

電

機

側 

10  

  

  

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   
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  d. 翼＊ 

 
段

落 

変     更     前 変     更     後 

有効長さ 
(出口側) 
（mm） 

巾及び厚さ（mm） 
材料 

有効長さ 
(出口側) 
（mm） 

巾及び厚さ（mm） 
材料 

φＡ ａ ａt φＢ ｂ ｂt φＡ ａ ａｔ φＢ ｂ ｂｔ 

低 
 

圧 
 

Ａ 
 

Ｂ 
 

Ｃ 

タ 

ー 

ビ 

ン 

側
／
発 

電 

機 

側 

10    
    

  

       

 

 
11           

12     
 

         

13              

 

14        

  

       

15               

16               

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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  e. 車軸 

 

 名  称 変  更  前 変  更  後 

低

圧

Ａ 

全   長（mm）    

直  径 
最 大（mm）      

最 小（mm）       

軸受部直径（mm） 
      

     

軸受中心間距離（mm）    

材  料 
 

 
 

 

低

圧

Ｂ 

全   長（mm）    

直  径 
最 大（mm）       

最 小（mm）        

軸受部直径（mm） 
      

     

軸受中心間距離（mm）    

材  料 
 

 
 

 

低

圧

Ｃ 

全   長（mm）    

直  径 
最 大（mm）       

最 小（mm）        

軸受部直径（mm） 
     

     

軸受中心間距離（mm）    

材  料 
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蒸気タービン本体材料の機械的性質及び化学成分（規格品を除く） 

部 

品 

名 

称 

材 料 名 材料記号 

機 械 的 性 質 化      学      成      分      % 

備    考 引張 

強さ 

MPa 

降状点 

(耐力) 

MPa 

伸 び 

% 
C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Al Sn V その他 

低
圧 

円
板
・
低
圧 

車
軸 

 

 

 

 

   

     
 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

胴部半径方向 

   胴中心部長手方向 

   胴中心部半径方向 

   端部外周部接線方向 

隔＊ 

板 

 

 
    

 

 
     

 

 
      

 

 

 

 
    

 

 
     

 

 
      

 

 

噴＊ 

口 

 
    

 

 
     

 

 
     

 
 
 

－ 

 

 
          

 

 
      － 

翼＊ 

 
 

   
 

 
     

 

 
     

 

 

 

－ 

 

 
 － 

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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 9 蒸気タービンの基本設計方針，適用基準及び適用規格（届出に係るものに限る。） 

 (1) 基本設計方針＊ 

変更前 変更後 

 用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。 

 

 変更なし 

第 1章 共通項目 

 蒸気タービンの共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火

災，4. 溢水等，5. 設備に対する要求（5.7 内燃機関及びガスター

ビンの設計条件を除く。），6. その他」の基本設計方針については，原

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第 1 章 共通項目」に基づく設計

とする。 

 

第 1章 共通項目 

 変更なし 

 

第 2章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

設計基準対象施設に施設する蒸気タービン及び蒸気タービンの付

属設備は，想定される環境条件において，材料に及ぼす化学的及び物

理的影響を考慮した設計とする。また，振動対策，過速度対策等各種

の保護装置及び監視制御装置により，中央制御室及び現場において

運転状態の監視を行い，発電用原子炉施設の安全性を損なわないよ

う，以下の事項を考慮して設計する。 

1.1 蒸気タービン本体 

蒸気タービンの定格出力は，復水器真空度 93.6kPa，補給水率 0%

にて，発電端で 1,356,000kWとなる設計とする。 

第 2章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

変更なし 
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変更前 変更後 

定格熱出力一定運転の実施においても，蒸気タービン設備の保

安が確保できるように定格熱出力一定運転を考慮した設計とす

る。 

蒸気タービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転速

度並びに蒸気タービンの起動時及び停止過程を含む運転中に主要

な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械

的強度を有する設計とする。 

また，蒸気タービンの軸受は，主油ポンプ，補助油ポンプ，非常

用油ポンプ等の軸受潤滑設備を設置することにより，運転中の荷

重を安定に支持でき，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じない

設計とする。 

蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一軸上に結合した

ものの危険速度は，速度調定率で定まる回転速度の範囲のうち最

小の回転速度から，非常調速装置が作動したときに達する回転速

度までの間に発生しない設計とする。 

また，蒸気タービン起動時の危険速度を通過する際には速やか

に昇速できる設計とする。 

蒸気タービン及びその付属設備の耐圧部分の構造は，最高使用

圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力が当該部分に

使用する材料の許容応力を超えない設計とする。 

蒸気タービンには，その回転速度及び出力が負荷の変動の際に

も持続的に動揺することを防止する調速装置を設けるとともに，

運転中に生じた過回転，発電機の内部故障，復水器真空度低下，ス

ラスト軸受の摩耗による設備の破損を防止するため，その異常が
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変更前 変更後 

発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やか

に遮断する非常調速装置及び保安装置を設置する。また，調速装置

は，最大負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が

作動する回転速度未満にする能力を有する設計とする。 

なお，過回転については定格回転速度の 1.11倍を超えない回転

数で非常調速装置が作動する設計とする。 

蒸気タービン及びその付属設備であって，最高使用圧力を超え

る過圧が生ずるおそれのあるものにあっては，排気圧力の上昇時

に過圧を防止することができる容量を有し，かつ，最高使用圧力以

下で動作する大気放出板を設置し，その圧力を逃がすことができ

る設計とする。 

蒸気タービンには，設備の損傷を防止するため，以下の運転状態

を計測する監視装置を設け，各部の状態を監視することができる

設計とする。 

(1) 蒸気タービンの回転速度 

(2) 主蒸気止め弁の前及び組合せ中間弁の前における蒸気の圧力

及び温度 

(3) 蒸気タービンの排気圧力 

(4) 蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧力 

(5) 蒸気タービンの軸受の出口における潤滑油の温度又は軸受メ

タル温度 

(6) 蒸気加減弁の開度 

(7) 蒸気タービンの振動の振幅 

蒸気タービンは，振動を起こさないように十分配慮をはらうと
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変更前 変更後 

ともに，万一，振動が発生した場合にも振動監視装置により，警報

を発するように設計する。また，運転中振動の振幅を自動的に記録

できる設計とする。 

蒸気タービン及びその付属設備の構造設計において発電用火力

設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に規定のないも

のについては，信頼性が確認され十分な実績のある設計方法，安全

率等を用いるほか，最新知見を反映し，十分な安全性を持たせるこ

とにより保安が確保できる設計とする。 

復水器は，冷却水温度 28.6℃，蒸気タービンの定格出力及び大

気圧 101.3kPaにおいて真空度 93.6kPaを確保できる設計とする。 

 

1.2 蒸気タービンの付属設備 

ポンプを除く蒸気タービンの付属設備に属する容器及び管の耐

圧部分に使用する材料は，想定される環境条件において，材料に及

ぼす化学的及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的

強度を有するものを使用する。 

また，蒸気タービンの付属設備のうち，主要な耐圧部の溶接部に

ついては，次のとおりとし，使用前事業者検査により適用基準及び

適用規格に適合していることを確認する。 

(1) 不連続で特異な形状でないものであること。 

(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の

確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験

により確認したものであること。 

(3) 適切な強度を有するものであること。 
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変更前 変更後 

(4) 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法，溶接設

備及び技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したも

のにより溶接したものであること。 

なお，主要な耐圧部の溶接部とは，蒸気タービンに係る蒸気だめ

又は熱交換器のうち水用の容器又は管であって，最高使用温度

100℃未満のものについては，最高使用圧力 1960kPa，それ以外の

容器については，最高使用圧力 98kPa，水用の管以外の管について

は，最高使用圧力 980kPa（長手継手の部分にあっては，490kPa）

以上の圧力が加えられる部分について溶接を必要とするものをい

う。 

また，蒸気タービンに係る外径 150mm 以上の管のうち，耐圧部

について溶接を必要とするものをいう。 

蒸気タービンの付属設備の機器仕様は，運転中に想定される最

大の圧力・温度，必要な容量等を考慮した設計とする。 

 

2. 主要対象設備 

蒸気タービンの対象となる主要な設備について，「表 1 蒸気ター

ビンの主要設備リスト」に示す。 

 

2. 主要対象設備 

蒸気タービンの対象となる主要な設備について，「表 1 蒸気ター

ビンの主要設備リスト」に示す。 

 

  注記＊：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 10 第 1 項の規定に係る設計及び工事の計画に記載された基本設計

方針について記載している。 
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表 1 蒸気タービンの主要設備リスト 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名   称 

設計基準対象施設＊ 重大事故等対処設備＊ 

名   称 

設計基準対象施設＊ 重大事故等対処設備＊ 

耐震重要度 

分類 
機器クラス 設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

耐震重要度 

分類 
機器クラス 設備分類 

重大事故等 

機器クラス 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
本
体 

― 
車室，円板，隔板， 

噴口，翼，車軸及び管 

円板 Ｂ 火力技術基準 ― 

変更なし ― 

隔板 Ｂ 火力技術基準 ― 

噴口 Ｂ 火力技術基準 ― 

翼 Ｂ 火力技術基準 ― 

車軸 Ｂ 火力技術基準 ― 

注記＊：表 1に用いる略語の定義は「付表 1」による。 
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付表 1 略語の定義（1/3） 

 略  語 定     義 

設

計

基

準

対

象

施

設 

耐

震

重

要

度

分

類 

Ｓ 
耐震重要度分類におけるＳクラス（津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備を除く。） 

Ｓ＊ 

Ｓクラス施設のうち，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

なお，基準地震動による地震力に対して，それぞれの施設及び設備に

要求される機能（津波防護機能，浸水防止機能及び津波監視機能をい

う。）を保持するものとする。 

Ｂ 
耐震重要度分類におけるＢクラス（Ｂ－１,Ｂ－２及びＢ－３を除

く。） 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動

Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持でき

る設計とするもの 

Ｂ－２ 
Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安

全機能を損なわないように設計するもの 

Ｂ－３ 
Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して，使用済燃

料貯蔵プールの冷却，給水機能を保持できる設計とするもの 

Ｃ 
耐震重要度分類におけるＣクラス（Ｃ－１,Ｃ－２及びＣ－３を除

く。） 

Ｃ－１ 
Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安

全機能を損なわないように設計するもの 

Ｃ－２ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して，火災感知

及び消火の機能並びに地震時の溢水伝播を防止する機能を保持でき

る設計とするもの 

Ｃ－３ 
Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して非常時にお

ける海水の取水機能を保持できる設計とするもの 

― 当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの 
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付表 1 略語の定義（2/3） 

 略  語 定     義 

設

計

基

準

対

象

施

設 

機

器

ク

ラ

ス 

クラス１ 

技術基準規則第二条第二項第三十二号に規定する「クラス１容

器」，「クラス１管」，「クラス１ポンプ」，「クラス１弁」又はこ

れらを支持する構造物 

クラス２ 

技術基準規則第二条第二項第三十三号に規定する「クラス２容

器」，「クラス２管」，「クラス２ポンプ」，「クラス２弁」又はこ

れらを支持する構造物 

クラス３ 
技術基準規則第二条第二項第三十四号に規定する「クラス３容

器」又は「クラス３管」 

クラス４ 
技術基準規則第二条第二項第三十五号に規定する「クラス４

管」 

格納容器＊1 
技術基準規則第二条第二項第二十八号に規定する「原子炉格納

容器」 

炉心支持 

構造物 

原子炉圧力容器の内部において燃料集合体を直接に支持する

か又は拘束する部材 

火力技術基準 
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用

するもの 

Non 上記以外の容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物 

― 
当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの又

は上記以外のもの 
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付表 1 略語の定義（3/3） 

 略  語 定     義 

重

大

事

故

等

対

処

設

備 

設

備

分

類 

常設／防止 
技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備」 

常設耐震／防止 
技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要

重大事故防止設備」 

常設／防止 

（DB 拡張） 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）： 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する

設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する常設重

大事故防止設備以外の常設のもの 

常設／緩和 
技術基準規則第四十九条第一項第三号に規定する「常設重大事故

緩和設備」 

常設／緩和 

（DB 拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）： 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する

設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和

するための機能を有する常設重大事故緩和設備以外の常設の

もの 

常設／その他 
常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重

大事故等対処設備 

可搬／防止 重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

可搬／緩和 重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

可搬／その他 
可搬型重大事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備以外の可

搬型重大事故等対処設備 

― 当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの 

重

大

事

故

等

機

器

ク

ラ

ス

 

ＳＡクラス２ 

技術基準規則第二条第二項第三十八号に規定する「重大事故等ク

ラス２容器」，「重大事故等クラス２管」，「重大事故等クラス２ポ

ンプ」，「重大事故等クラス２弁」又はこれらを支持する構造物 

ＳＡクラス３ 

技術基準規則第二条第二項第三十九号に規定する「重大事故等ク

ラス３容器」，「重大事故等クラス３管」，「重大事故等クラス３ポ

ンプ」又は「重大事故等クラス３弁」 

火力技術基準 

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用す

るもの又は使用条件を踏まえ，十分な強度を有していることを確

認できる一般産業品規格を準用するもの 

― 
当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの又

は上記以外のもの 

注記＊1：「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））    

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（日本機械学会）にお

ける「クラスＭＣ」である。 



 

21
 

K7 電 Ⅰ R0 

蒸気タービンの共通項目の基本設計方針として，原子炉冷却系統施設の基本設計方針を以下に示す。 

変更前 変更後 

用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。 

 

 変更なし 

2. 自然現象 

 2.1 地震による損傷の防止 

  2.1.1 耐震設計 

   (1) 耐震設計の基本方針 

     耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

    a. 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある地震（基準地震動Ｓｓ）による

加速度によって作用する地震力に対して，その安全機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

      重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止

設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

    b. 設計基準対象施設は，耐震重要度に応じて，Ｓクラス，Ｂ

クラス又はＣクラスに分類し，それぞれに応じた地震力に

十分耐えられる設計とする。 

2. 自然現象 

 2.1 地震による損傷の防止 

  2.1.1 耐震設計 

     変更なし 
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変更前 変更後 

      重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する

重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設，常

設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故

等対処施設，常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備

に分類する。 

      重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設は，代替する機能を有する設計基準事故対処設備

が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十

分に耐えることができる設計とする。 

      常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設と常設重大事故緩和

設備又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置され

る重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設

については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用するもの

とする。 

      重大事故等対処施設のうち，常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又

はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設は，当
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変更前 変更後 

該設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震

力に十分に耐えることができる設計とする。 

      常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置

される重大事故等対処施設と常設重大事故緩和設備又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故

等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。 

      なお，特定重大事故等対処施設に該当する施設は本申請

の対象外である。 

    c. 建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重

要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

    d. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。）は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，その安全機能が保持できる

設計とする。 

      建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し，建物・構

築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とす

る。 

      機器・配管系については，その施設に要求される機能を保

持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対
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変更前 変更後 

して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。な

お，動的機能が要求される機器については，当該機器の構

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能

維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていない

ことを確認する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

      建物・構築物については，発生する応力に対して，建築基

準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。機器・配管系については，応答が

全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

      常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

      建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し，建物・構

築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とす

る。 

      機器・配管系については，その施設に要求される機能を保
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変更前 変更後 

持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対

して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。な

お，動的機能が要求される機器については，当該機器の構

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能

維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていない

ことを確認する。 

    e. Ｓクラスの施設（f.に記載のものを除く。）について，静

的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。 

      また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

      常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設につ

いては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

    f. 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置さ
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変更前 変更後 

れた建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）につ

いて十分な余裕を有するとともに，それぞれの施設及び設

備に要求される機能が保持できる設計とする。 

      なお，基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平 2方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

      常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。 

    g. Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

      また，共振のおそれのある施設については，その影響につ

いての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものとする。当該地

震動による地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定するものとする。 

      Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

      常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を
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変更前 変更後 

有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される上記に示す地震力に対して，おおむね弾

性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

      常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置

される重大事故等対処施設は，当該設備が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される上記に示す地震力に対して，

おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

    h. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又

は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設は，それら以外の発電所内及びその周辺に

ある施設（資機材等含む。）の波及的影響によって，それぞ

れの安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。 

    i. 可搬型重大事故等対処設備については，地震による周辺

斜面の崩壊等の影響を受けないように「5.1.2 多様性，位

置的分散等」に基づく設計とする。 

    j. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 

緊急時対策所」に示す。 

    k. 耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合におい

ても，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ず

る設計とする。 
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      常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設につ

いては，地盤変状が生じた場合においても，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な対策を講ずる設計とする。 

    l. Ｓクラスの施設及びその間接支持構造物等並びに常設耐

震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計

基準拡張）が設置される重大事故等対処施設等は，地震動及

び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値

である 1/2000を上回る場合，傾斜に対する影響を地震力に

考慮する。 

    m. 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能につ

いては，以下の設計とする。 

      弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対して，炉心内の燃料被覆管の

応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

      基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，放射性物質の閉

じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 

 

   (2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分 
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    a. 耐震重要度分類 

      設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類す

る。 

     (a) Ｓクラスの施設 

       地震により発生するおそれがある事象に対して，原子

炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施

設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接

関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡

散する可能性のある施設，これらの施設の機能喪失によ

り事故に至った場合の影響を緩和し，放射線による公衆

への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこ

れらの重要な安全機能を支援するために必要となる施

設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波によ

る安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であ

って，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

      ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

      ・使用済燃料を貯蔵するための施設 

      ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加す

るための施設，及び原子炉の停止状態を維持するため

の施設 

      ・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

      ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩 

壊熱を除去するための施設 

      ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障 
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壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

      ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部 

放散を抑制するための施設であり，上記の「放射性物質

の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 

      ・津波防護施設及び浸水防止設備 

      ・津波監視設備 

 

     (b) Ｂクラスの施設 

       安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影

響がＳクラス施設と比べ小さい施設であり，次の施設を

含む。 

      ・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，1

次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

      ・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少

ない又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与え

る放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則（昭和 53年通商産業省令第 77号）」第 2条

第 2 項第 6 号に規定する「周辺監視区域」外における

年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。） 

      ・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，そ 

の破損により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばく

を与える可能性のある施設 

      ・使用済燃料を冷却するための施設 

      ・放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散 
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を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

     (c) Ｃクラスの施設 

       Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外

の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求され

る施設である。 

 

      上記に基づくクラス別施設を第 2.1.1表に示す。 

      なお，同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が

維持されることを確認する地震動についても併記する。 

 

    b. 重大事故等対処施設の設備の分類 

      重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重

大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま

えて，以下の設備分類に応じて設計する。 

     (a) 常設重大事故防止設備 

       重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合であって，設計基準事故対処設

備の安全機能又は使用済燃料貯蔵プールの冷却機能若し

くは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機

能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発

生を防止する機能を有する設備であって常設のもの 

      イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 
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        常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属 

する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するも

の 

 

      ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故 

防止設備 

        常設重大事故防止設備であって，イ.以外のもの 

 

     (b) 常設重大事故緩和設備 

       重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合

において，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を

緩和するための機能を有する設備であって常設のもの 

 

     (c) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

       設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待

する設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有

する(a)以外の常設のもの 

 

     (d) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

       設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待

する設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影

響を緩和するための機能を有する(b)以外の常設のもの 

 

     (e) 可搬型重大事故等対処設備 
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       重大事故等対処設備であって可搬型のもの 

 

      重大事故等対処設備のうち，耐震評価を行う主要設備の

設備分類について，第 2.1.2表に示す。 

 

   (3) 地震力の算定方法 

     耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

    a. 静的地震力 

      設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの

施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除

く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，そ

れぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数Ｃ

ⅰ及び震度に基づき算定する。 

      重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故

防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事

故等対処施設に，代替する機能を有する設計基準事故対処

設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地

震力を，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）

が設置される重大事故等対処施設に，当該設備が属する耐

震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を，それぞ

れ適用する。 

     (a) 建物・構築物 

       水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに，次に示す施
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設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，更に当該層以

上の重量を乗じて算定するものとする。 

       Ｓクラス  3.0 

       Ｂクラス  1.5 

       Ｃクラス  1.0 

       ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，標準せん断力係数

Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

       また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん

断力係数Ｃⅰに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係

数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに 1.0とし，

その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は 1.0以上とする。 

       Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力

が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛

直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求

めた鉛直震度より算定するものとする。 

       ただし，土木構造物の静的地震力は，安全上適切と認め

られる規格及び基準を参考に，Ｃクラスに適用される静

的地震力を適用する。 

 

     (b) 機器・配管系 

       静的地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃⅰ

に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水
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平震度として，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそ

れぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。 

       Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力

は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。た

だし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

      上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数

の適用については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，

公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

    b. 動的地震力 

      設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓクラスの

施設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振

のおそれのあるものに適用する。 

      Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監

視設備を除く。）については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

      Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについて

は，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2

分の 1にしたものによる地震力を適用する。 

      屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置さ

れた建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力

を適用する。 
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      重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止

設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスの

もの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによ

る地震力を適用する。 

      常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの

施設の機能を代替する共振のおそれのある施設，常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処

施設のうち，当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス

で共振のおそれのある施設については，共振のおそれのあ

るＢクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

      常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

する。 

      重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評

価を適用できる基本構造と異なる施設については，適用す

る地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持

されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデ

ル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 
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      動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばら

つきによる変動幅を適切に考慮する。 

      動的地震力は水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定する。 

      動的地震力の水平 2 方向及び鉛直方向の組合せについて

は，水平 1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の

耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，3次

元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐

震性に及ぼす影響を評価する。 

     (a) 入力地震動 

       入力地震動の評価においては，解放基盤表面以浅の影

響を適切に考慮するため，解放基盤表面は，地盤調査の結

果から，S波速度が 0.7km/s以上である T.M.S.L.-155m（7

号機及び 6号機），T.M.S.L.-134m（5号機）としている。 

       建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解

放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に

考慮した上で，必要に応じ 2 次元 FEM 解析又は 1 次元波

動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した

入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，地

震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象

建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いに

も留意するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変

形特性を考慮する。 



 

38
 

K7 電 Ⅰ R0 

変更前 変更後 

       また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や

最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の

地盤条件を設定する。 

       また，設計基準対象施設における耐震重要度分類がＢ

クラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設における

耐震重要度分類がＢクラスの施設の機能を代替する常設

重大事故防止設備又は当該設備が属する耐震重要度分類

がＢクラスの常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振

のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

 

     (b) 地震応答解析 

      イ. 動的解析法 

      (イ) 建物・構築物 

         動的解析による地震力の算定に当たっては，地震

応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適

切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じ

た適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則とし

て，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策

定は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴

応答解析法による。また，3次元応答性状等の評価は，

線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

         建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築
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物の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮し

て評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設

定する。なお，建物の補助壁を耐震壁として考慮する

に当たっては，耐震壁としての適用性を確認した上

で，適切な解析モデルを設定する。 

         動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を

考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤

の剛性等を考慮して定める。 

         設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。 

         地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネ

ルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。 

         基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対す

る応答解析において，主要構造要素がある程度以上

弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，

該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性

挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応

答解析を行う。 

         また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該

設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又
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は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置され

る重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支

持機能を検討するための動的解析において，施設を

支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以

上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適

切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を

行う。 

         地震応答解析に用いる材料定数については，地盤

の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適

切に考慮する。 

         なお，コンクリートの実強度を考慮して鉄筋コン

クリート造耐震壁の剛性を設定する場合は，建物・構

築物ごとの建設時の試験データ等の代表性，保守性

を確認した上で適用する。 

         また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の

振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき

要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動

的解析により設計用地震力を設定する。 

         建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効

応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応

力解析を実施する。 

         有効応力解析の実施に当たっては，液状化，サイク

リックモビリティ等を示す土層については，敷地の

中で当該土層の分布範囲等を踏まえた上で，ばらつ
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き及び不確実性を考慮して液状化強度特性を設定す

る。また，建物・構築物及び機器・配管系への応答加

速度に対する保守的な配慮として，地盤の非液状化

の影響を考慮する場合は，原地盤において非液状化

の条件を仮定した解析を実施する。 

         原子炉建屋及びタービン建屋については，3 次元

FEM解析等から，建物・構築物の 3次元応答性状及び

それによる機器・配管系への影響を評価する。 

         動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網によ

り得られた観測記録により振動性状の把握を行い，

解析モデルの妥当性の確認を行う。 

         屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防

止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分

類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設

計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及

び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度

に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれか

にて行う。 

         地震力については，水平 2 方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定する。 
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      (ロ) 機器・配管系 

         動的解析による地震力の算定に当たっては，地震

応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適

切な解析法を選定するとともに，解析条件として考

慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規

格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。こ

こで，原子炉本体基礎については，鋼板とコンクリー

トの複合構造物として，より現実に近い適正な地震

応答解析を実施する観点から，コンクリートの剛性

変化を適切に考慮した復元力特性を設定する。復元

力特性の設定に当たっては，既往の知見や実物の原

子炉本体基礎を模擬した試験体による加力試験結果

を踏まえて，妥当性，適用性を確認するとともに，設

定における不確実性や保守性を考慮し，機器・配管系

の設計用地震力を設定する。なお，原子炉本体基礎の

構造強度は，鋼板のみで地震力に耐える設計とする。 

         機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮

して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床

応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時

刻歴応答解析法により応答を求める。 

         配管系の解析に当たっては，その仕様に応じて適

切なモデルに置換し，設計用床応答曲線を用いたス

ペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法によ
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り応答を求める。 

         スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法

を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮

し，スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のば

らつきを考慮した床応答曲線を用いる。スペクトル

モーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当た

っては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点

又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬す

る観点で，建物・構築物の剛性，地盤物性等のばらつ

きへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，

解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性

等を考慮し適切に選定する。 

         また，設備の 3次元的な広がりを踏まえ，適切に応

答を評価できるモデルを用い，水平 2 方向及び鉛直

方向の応答成分について適切に組み合わせるものと

する。 

         剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応

答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて

構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

 

    c. 設計用減衰定数 

      地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認めら

れる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等により適切

に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用い



 

44
 

K7 電 Ⅰ R0 

変更前 変更後 

る。なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンク

リートの減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既

設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。ま

た，地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデ

ルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデ

ルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

   (4) 荷重の組合せと許容限界 

     耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 

     なお，自然現象に関する組合せは，「2.3 外部からの衝撃に

よる損傷の防止」に従い行う。 

    a. 耐震設計上考慮する状態 

      地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

     (a) 建物・構築物 

       設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状態，

重大事故等対処施設については以下のイ.～ニ.の状態を

考慮する。 

      イ. 運転時の状態 

        発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条

件下におかれている状態 

        ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時を含むものとする。 

 

      ロ. 設計基準事故時の状態 
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        発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

      ハ. 設計用自然条件 

        設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

（積雪） 

 

      ニ. 重大事故等時の状態 

        発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある

事故又は重大事故時の状態で，重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態 

 

     (b) 機器・配管系 

       設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状態，

重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の状態を

考慮する。 

      イ. 通常運転時の状態 

        発電用原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機，燃

料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって運

転条件が所定の制限値以内にある運転状態 

 

      ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

        通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障

若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこ

れらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によっ
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て発生する異常な状態であって，当該状態が継続した

場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著し

い損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態 

 

      ハ. 設計基準事故時の状態 

        発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な

状態であって，当該状態が発生した場合には発電用原

子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあ

るものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状

態 

 

      ニ. 設計用自然条件 

        設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

（積雪） 

 

      ホ. 重大事故等時の状態 

        発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある

事故又は重大事故時の状態で，重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態 

 

    b. 荷重の種類 

     (a) 建物・構築物 

       設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重，
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重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重と

する。 

      イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時

作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，

水圧及び通常の気象条件による荷重 

      ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

      ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

      ニ. 地震力，積雪荷重 

      ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

       ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大

事故等時の状態での荷重には，機器・配管系から作用する

荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器・

配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれ

るものとする。 

 

     (b) 機器・配管系 

       設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重，

重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重と

する。 

      イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

      ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する

荷重 

      ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

      ニ. 地震力，積雪荷重 
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      ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

    c. 荷重の組合せ 

      地震と組み合わせる荷重については，「2.3 外部からの

衝撃による損傷の防止」で設定している積雪による荷重を

考慮し，以下のとおり設定する。 

     (a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。） 

      イ. Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故

防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基

準拡張）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物については，常時作用している荷重及び運転時（通常

運転時又は運転時の異常な過渡変化時）の状態で施設

に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

      ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷

重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震

動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。＊ 

      ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大
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事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用し

ている荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象による荷重として

扱う。 

      ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用し

ている荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引

き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事

故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。 

        この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 
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        以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成す

る施設（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて

評価を行うその他の施設を含む。）については，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わ

せ，その状態から更に長期的に継続する事象による荷

重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。な

お，格納容器破損モードの評価シナリオのうち，原子炉

圧力容器が破損する評価シナリオについては，重大事

故等対処設備による原子炉注水は実施しない想定とし

て評価しており，本来は機能を期待できる高圧代替注

水系又は低圧代替注水系（常設）による原子炉注水によ

り炉心損傷の回避が可能であることから荷重条件とし

て考慮しない。 

        また，その他の施設については，いったん事故が発生

した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

      ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐

震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのも

の）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重及び運転時の状態で

施設に作用する荷重と動的地震力又は静的地震力とを
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組み合わせる。 

       注記＊：原子炉格納容器バウンダリを構成する施設に

ついては，異常時圧力及び異常時配管荷重の

最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせる。 

 

     (b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。） 

      イ. Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故

防止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基

準拡張）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管

系については，通常運転時の状態で施設に作用する荷

重と地震力とを組み合わせる。 

      ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な

過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地

震によって引き起こされるおそれのある事象によって

施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

      ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重
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大事故等時の状態で作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象によって施設に作

用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

        重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象による荷重として

扱う。 

      ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な

過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地

震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と

組み合わせる。＊ 

      ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の異

常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重

大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち地震に

よって引き起こされるおそれがない事象による荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓ
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ｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合

わせる。この組合せについては，事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工

学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につ

いては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

        以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する荷重

と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力）との組合せについては，以下を基本方針

とする。 

        原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備につい

ては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と

を組み合わせ，その状態から更に長期的に継続する事

象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合

わせる。 

        原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉

格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うそ

の他の施設を含む。）については，いったん事故が発生

した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態

から更に長期的に継続する事象による荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。なお，格納容器破

損モードの評価シナリオのうち，原子炉圧力容器が破

損する評価シナリオについては，重大事故等対処設備
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による原子炉注水は実施しない想定として評価してお

り，本来は機能を期待できる高圧代替注水系又は低圧

代替注水系（常設）による原子炉注水により炉心損傷の

回避が可能であることから荷重条件として考慮しな

い。 

        その他の施設については，いったん事故が発生した

場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ

ｓによる地震力とを組み合わせる。 

      ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐

震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのも

の）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で施設に作用する荷重及

び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する

荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

      ト. 炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能

の確認においては，通常運転時の状態で燃料被覆管に

作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態の

うち地震によって引き起こされるおそれのある事象に

よって燃料被覆管に作用する荷重と地震力を組み合わ

せる。 

注記＊：原子炉格納容器バウンダリを構成する設備に

ついては，「発電用原子力設備規格 コンクリ
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ート製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学

会，2003）」を踏まえ，異常時圧力及び異常時

配管荷重の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力とを組み合わせる。 

 

     (c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに

浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築

物 

      イ. 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が

設置された建物・構築物については，常時作用している

荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

      ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作

用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷

重等と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

       上記イ.及びロ.については，地震と津波が同時に作用

する可能性について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓ

ｓによる地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。

また，津波以外による荷重については，「b. 荷重の種類」

に準じるものとする。 

 

     (d) 荷重の組合せ上の留意事項 

       動的地震力については，水平 2 方向と鉛直方向の地震
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力とを適切に組み合わせ算定するものとする。 

 

    d. 許容限界 

      各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対す

る許容限界は次のとおりとし，安全上適切と認められる規

格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用い

る。 

     (a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。） 

      イ. Ｓクラスの建物・構築物 

      (イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力との組合せに対する許容限界 

         建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限界とする。 

         ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重

との組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長

期的荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(ロ)

に示す許容限界を適用する。 

 

      (ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

         構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）

について十分な余裕を有し，終局耐力に対し妥当な

安全余裕を持たせることとする（評価項目はせん断

ひずみ，応力等）。 
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         また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は

応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみ

が著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往

の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

      ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物(チ.に記載のものを除

く。） 

        上記イ.(ロ)による許容限界とする。 

        ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設

の設計基準事故時の状態における長期的荷重と弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せに対する許容

限界は上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界とす

る。 

 

      ハ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐

震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのも

の）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

（ト.及びリ.に記載のものを除く。） 
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        上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界とする。 

 

      ニ. 耐震重要度分類の異なる施設又は施設区分の異なる

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（ト.，チ.

及びリ.に記載のものを除く。） 

        上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分類の異な

る施設又は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支

持する建物・構築物が，変形等に対して，その支持機能

を損なわないものとする。 

        当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持

されることを確認する際の地震動は，支持される施設

に適用される地震動とする。 

 

      ホ. 建物・構築物の保有水平耐力（ト.，チ.及びリ.に記

載のものを除く。） 

        建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水

平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又

は重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基

準事故対処設備が属する耐震重要度分類に応じた安全

余裕を有しているものとする。 

        ここでは，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故

緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処

施設については，上記における重大事故等対処施設が

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する
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耐震重要度分類をＳクラスとする。 

 

      ヘ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，貯水機能を考慮

する施設 

        構造強度の確保に加えて気密性，止水性，遮蔽性，通

水機能，貯水機能が必要な建物・構築物については，そ

の機能を維持できる許容限界を適切に設定するものと

する。 

 

      ト. 屋外重要土木構造物 

      (イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 

         安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

 

      (ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

         構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについ

ては，限界層間変形角，曲げ耐力又は圧縮縁コンクリ

ート限界ひずみに対して十分な安全余裕を持たせる

こととし，せん断については，せん断耐力に対して妥

当な安全余裕を持たせることを基本とする。構造部

材のうち，鋼管の曲げについては，終局曲率に対して

十分な安全余裕を持たせることとし，せん断につい

ては，終局せん断強度に対して妥当な安全余裕を持
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たせることを基本とする。ただし，構造部材の曲げ，

せん断に対する上記の許容限界に代わり，許容応力

度を適用することで，安全余裕を考慮する場合もあ

る。なお，それぞれの安全余裕については，各施設の

機能要求等を踏まえ設定する。 

 

      チ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設の土木構造物 

        上記ト.(ロ)による許容限界とする。 

 

      リ. その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重

大事故等対処施設の土木構造物 

        安全上適切と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

 

     (b) 機器・配管系（(c)に記載のものを除く。） 

      イ. Ｓクラスの機器・配管系 

      (イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震



 

61
 

K7 電 Ⅰ R0 

変更前 変更後 

力との組合せに対する許容限界 

         応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものと

する（評価項目は応力等）。 

         ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作用する荷重

との組合せ（原子炉格納容器バウンダリ及び非常用

炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除

く。）に対しては，下記(ロ)に示す許容限界を適用す

る。 

 

      (ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

         塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさな

いように応力，荷重等を制限する値を許容限界とす

る。 

         また，地震時又は地震後に動的機能又は電気的機

能が要求される機器については，基準地震動Ｓｓに

よる応答に対して，試験等により確認されている機

能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

      ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常
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設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系 

        イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

        ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備

及び非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと

設計基準事故時の状態における長期的荷重との組合せ

に対する許容限界は，イ.(イ)に示す許容限界を適用す

る。 

 

      ハ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐

震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのも

の）が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

        応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとす

る（評価項目は応力等）。 

 

      ニ. チャンネルボックス 

        チャンネルボックスは，地震時に作用する荷重に対

して，燃料集合体の原子炉冷却材流路を維持できるこ

と及び過大な変形や破損を生ずることにより制御棒の

挿入が阻害されないものとする。 

 

      ホ. 主蒸気逃がし安全弁排気管及び主蒸気系（外側主蒸
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変更前 変更後 

気隔離弁より主塞止弁まで） 

        主蒸気逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓに対し

て，主蒸気系（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）は

弾性設計用地震動Ｓｄに対してイ.(ロ)に示す許容限

界を適用する。 

 

      ヘ. 燃料被覆管 

        炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能

についての許容限界は，以下のとおりとする。 

      (イ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力との組合せに対する許容限界 

         応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものと

する。 

 

      (ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

         塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさ

ないものとする。 

 

     (c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに

浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築

物 
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       津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設

置された建物・構築物については，当該施設及び建物・構

築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）

及び安定性について十分な余裕を有するとともに，その

施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）

が保持できるものとする（評価項目はせん断ひずみ，応力

等）。浸水防止設備及び津波監視設備については，その設

備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が

保持できるものとする。 

 

   (5) 設計における留意事項 

    a. 波及的影響 

      耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）又

は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下

位クラス施設の波及的影響によって，それぞれの安全機能

及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

      波及的影響については，耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力を適用して評価を行う。なお，地震動又は地

震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間等を踏

まえて適切に設定する。また，波及的影響においては水平 2
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方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。この設計

における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺を俯瞰

した調査・検討等を行う。 

      ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にあ

る上位クラス施設以外の施設（資機材等含む。）をいう。 

      波及的影響を防止するよう現場を維持するため，保安規

定に，機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 

      耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示

す(a)～(d)の 4つの事項から検討を行う。また，原子力発電

所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出され

た場合には，これを追加する。 

      常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事故等対処施設に対

する波及的影響については，以下に示す(a)～(d)の 4 つの

事項について「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防

止設備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故

等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

     (a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈
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下又は相対変位による影響 

      イ. 不等沈下 

        耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して，不等沈下による耐震重要施設の安全機能への影

響 

 

      ロ. 相対変位 

        耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して，下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位によ

る耐震重要施設の安全機能への影響 

 

     (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相

互影響 

       耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷によ

る耐震重要施設の安全機能への影響 

 

     (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設への影響 

       耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等によ

る耐震重要施設の安全機能への影響 

 

     (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
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等による耐震重要施設への影響 

       耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等によ

る耐震重要施設の安全機能への影響 

 

    b. 建屋への地下水の影響 

      建屋の耐震性を確保するため，建屋周囲の地下水を排水

できるよう 7号機地下水排水設備（サブドレンポンプ（容量

45m3/h/個，揚程 44m，原動機出力 15kW/個，個数 4），水位検

出器（個数 10，検出範囲サブドレンピット底面より＋230mm

～＋1000mm），排水配管等）（浸水防護施設の設備で兼用（以

下同じ。））を設置し，5 号機地下水排水設備（「6,7 号機共

用，5号機に設置」（以下同じ。））（サブドレンポンプ（容量

45m3/h/個，揚程 45m，原動機出力 15kW/個，個数 4），水位検

出器（個数 10，検出範囲サブドレンピット底面より＋230mm

～＋1000mm），排水配管等）を設置する。また，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計

とする。 

      7号機地下水排水設備については，非常用ディーゼル発電

設備又は常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

し，5号機地下水排水設備については，5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

なお，地下水排水設備の影響範囲はその機能を考慮した
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地下水位を設定し，水圧の影響を考慮する。 

 

   (6) 緊急時対策所 

     5号機原子炉建屋内緊急時対策所（「6,7号機共用，5号機に

設置」（以下同じ。））は，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部・高気密室）（「6,7 号機共用，5 号機に設置」（以下同

じ。））及び 5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）（「6,7

号機共用，5号機に設置」（以下同じ。））から構成される。5号

機原子炉建屋内緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

     5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）を

設置する 5号機原子炉建屋については，耐震構造とし，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）は居

住性を確保するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）換気

設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する。 

     また，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）を設置

する 5 号機原子炉建屋及び 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）内に設置する室内遮蔽については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，5号機

原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）は居住性を確保するた

め，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，5号機原子炉建屋
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内緊急時対策所（待機場所）換気設備の性能とあいまって十分

な気密性を確保する。 

     なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界につ

いては，「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せ

と許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適

用する。 
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第 2.1.1表 設計基準対象施設の耐震重要度分類 

に対するクラス別施設(1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.1表 設計基準対象施設の耐震重要度分類 

に対するクラス別施設(2/5) 
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第 2.1.1表 設計基準対象施設の耐震重要度分類 

に対するクラス別施設(3/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.1表 設計基準対象施設の耐震重要度分類 

に対するクラス別施設(4/5) 
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第 2.1.1表 設計基準対象施設の耐震重要度分類 

に対するクラス別施設(5/5) 
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5. 設備に対する要求 

 5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 

  5.1.3 悪影響防止等 

   (1) 飛来物による損傷防止 

     設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，発電機及

び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁の破損及び配管

の破断，高速回転機器の破損に伴う飛散物により安全性を損な

わない設計とする。 

     発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう蒸気タービン及

び発電機は，破損防止対策等を行うとともに，原子力委員会原

子炉安全専門審査会「タービンミサイル評価について」により，

タービンミサイル発生時の対象物を破損する確率が 10-7 回／

炉・年以下となることを確認する。 

     高温高圧の配管については材料選定，強度設計に十分な考慮

を払う。さらに，安全性を高めるために，仮想的な破断を想定

し，その結果生じるかもしれない配管のむち打ち，流出流体の

ジェット力，周辺雰囲気の変化等により，発電用原子炉施設の

機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うととも

に，それらの影響を低減させるための手段として，主蒸気・給

水管等についてはパイプホイップレストレイントを設ける設計

とする。 

     高速回転機器については，損傷により飛散物とならないよう

に保護装置を設けること等によりオーバースピードとならない

設計とする。 

5. 設備に対する要求 

 5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 

  5.1.3 悪影響防止等 

     変更なし 
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     損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の発生箇所と防

護対象機器の距離を十分にとる設計とし，又は飛散物の飛散方

向を考慮し，配置上の配慮又は多重性を考慮した設計とする。 

 

   (2) 共用 

     重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則共用しないもの

とするが，安全性が向上する場合は，共用することを考慮する。 

     重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間で共用す

る場合には，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

     常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発電

用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共用対

象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処する

ために必要な機能）を満たしつつ，2 以上の発電用原子炉施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一の発電所内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，

共用できる設計とする。 

 

   (3) 相互接続 

     重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則相互に接続しな

いものとするが，安全性が向上する場合は，相互に接続するこ

とを考慮する。 

     重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間で相互に

接続する場合には，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設
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計とする。 

 

   (4) 悪影響防止 

     重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（他号機を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備

以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計

とする。 

     他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及

び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービ

ンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備

の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

     系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操

作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生

前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や

接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

     放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使用を

想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

     内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの
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高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，

ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備

がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

  5.1.5 環境条件等 

     安全施設の設計条件については，材料疲労，劣化等に対して

も十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう，通常運転

時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定され

る圧力，温度，湿度，放射線，荷重，自然現象による影響，海

水を通水する系統への影響，電磁的障害，周辺機器等からの悪

影響及び冷却材の性状を考慮し，十分安全側の条件を与えるこ

とにより，これらの条件下においても期待されている安全機能

を発揮できる設計とする。 

     重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。 

     重大事故等時の環境条件については，重大事故等時における

温度（環境温度及び使用温度），放射線及び荷重に加えて，その

他の使用条件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時

に海水を通水する系統への影響，自然現象による影響，外部人

為事象の影響，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状（冷

 

 

 

 

 

  5.1.5 環境条件等 

     変更なし 
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変更前 変更後 

却材中の破損物等の異物を含む。）の影響を考慮する。荷重とし

ては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，

環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

     自然現象について，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象として，地震，風（台風），低温（凍

結），降水及び積雪を選定する。これらの事象のうち，低温（凍

結）及び降水については，屋外の天候による影響として考慮す

る。 

     自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

     これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，

環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響（低温（凍

結）及び降水），重大事故等時の放射線による影響及び荷重に対

しては，重大事故等対処設備を設置（使用）又は保管する場所

に応じて，「(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放

射線による影響，屋外の天候による影響（低温（凍結）及び降

水）並びに荷重」に示すように設備分類ごとに必要な機能を有

効に発揮できる設計とする。 

   (1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影

響，屋外の天候による影響（低温（凍結）及び降水）並びに荷

重 

     安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時における環境圧力，環境温度及び湿度による影

響，放射線による影響，屋外の天候による影響（低温（凍結）
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変更前 変更後 

及び降水）並びに荷重を考慮しても，安全機能を発揮できる設

計とする。 

     原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計

とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。 

     原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震によ

る荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可

搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，

転倒防止及び固縛の措置をとる。操作は中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

     このうち，インターフェイスシステム LOCA時，使用済燃料貯

蔵プールにおける重大事故に至るおそれのある事故又は主蒸気

管破断事故起因の重大事故等時に使用する設備については，こ

れらの環境条件を考慮した設計とするか，これらの環境影響を

受けない区画等に設置する。 

特に，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，使用済燃料貯蔵

プールに係る重大事故等時に使用するため，その環境影響を考

慮して，空気を供給し冷却することで耐環境性向上を図る設計

とする。 

     原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の重大事故

等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条

件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，
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変更前 変更後 

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置をとる。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた場

所又は設置場所で可能な設計とする。 

     屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御

室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

     また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮し，

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置をとる。 

     積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。 

     原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設備は，設

計基準事故等及び重大事故等時に想定される圧力，温度等に対

して，格納容器スプレイ水による影響を考慮しても，その機能

を発揮できる設計とする。 

     安全施設及び重大事故等対処設備のうち，主たる流路に影響

を与える範囲については，主たる流路の機能を維持できるよう，

主たる流路と同一又は同等の規格で設計する。 

 

   (2) 海水を通水する系統への影響 

     海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水す

る，海に設置する又は海で使用する安全施設及び重大事故等対

処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水するコンク
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変更前 変更後 

リート構造物については，腐食を考慮した設計とする。また，

使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を

考慮した設計とする。 

     原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性のある重大

事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期

間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。また，海か

ら直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

   (3) 電磁的障害 

     電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合，また，重

大事故等対処設備は，重大事故等が発生した場合においても，

電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。 

 

   (4) 周辺機器等からの悪影響 

     安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然現象並びに

人為事象による他設備からの悪影響により，発電用原子炉施設

としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とす

る。 

     重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備してい

る自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損

なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，

火災及び溢水による波及的影響を考慮する。 

     溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水に
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変更前 変更後 

より機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画

の止水対策等を実施する。 

     地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1 地震によ

る損傷の防止」に，火災防護については，「3.1 火災による損

傷の防止」に基づく設計とし，それらの事象による波及的影響

により重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

   (5) 設置場所における放射線 

     安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故が発生した場合においても操作及び復

旧作業に支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔によ

り放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定した上で，設

置場所から操作可能，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽区域

内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

     重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量

の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。 

     可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生
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変更前 変更後 

した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。 

 

   (6) 冷却材の性状 

     冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を定めて水質を

管理することにより異物の発生を防止する設計とする。 

     安全施設及び重大事故等対処設備は，系統外部から異物が流

入する可能性のある系統に対しては，ストレーナ等を設置する

ことにより，その機能を有効に発揮できる設計とする。 

 

  5.1.6 操作性及び試験・検査性 

   (1) 操作性の確保 

     重大事故等対処設備は，手順書の整備，教育・訓練により，

想定される重大事故等が発生した場合においても，確実に操

作でき，設置変更許可申請書「十 発電用原子炉の炉心の著し

い損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処

するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」ハで考

慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め

重大事故等に対処できる設計とする。 

     重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環

境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.1.6 操作性及び試験・検査性 

     変更なし 
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変更前 変更後 

     重大事故等対処設備は，操作する全ての設備に対し，十分な

操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要

に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

     現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いら

れる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計と

する。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保

管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬，設置

が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し

又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

     現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とす

る。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した

充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

     現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

とする。現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接

続又はより簡便な接続方式等，使用する設備に応じて接続方式

を統一することにより，確実に接続が可能な設計とする。また，

重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な

設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

とする。 

     想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備

のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な設計
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変更前 変更後 

とする。 

     重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重

大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する

系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等

を設ける設計とする。 

     可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについ

ては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボルト・

ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内

部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境においてはフ

ランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な

接続方式等を用いる設計とする。高圧窒素ガスボンベ，タンク

ローリ等については，各々専用の接続方式を用いる。また，発

電用原子炉施設間で相互に使用することができるように，6 号

機及び 7号機とも同一形状とするとともに，同一ポンプを接続

する配管は口径を統一する等，複数の系統での接続方式の統一

も考慮する。 

     想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計

とする。 

     屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，外部

人為事象，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をき

たすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルート

を確保する設計とする。 
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変更前 変更後 

     屋外及び屋内アクセスルートに影響を与えるおそれがある自

然現象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），

降水，積雪，落雷，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

     屋外及び屋内アクセスルートに対する外部人為事象について

は，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象とし

て選定する火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

     屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等

の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象

による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火

山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確

認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害

物を除去可能なホイールローダ（「6,7号機共用」（以下同じ。））

を 4台（予備 1台）保管，使用する。 

     また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，

道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない

箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

     津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位より

も高い位置にアクセスルートを確保する設計とする。 

     屋外アクセスルートは，自然現象のうち，低温（凍結）に対

しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設

計とする。 
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変更前 変更後 

落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないた

め，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，

アクセスルートへの影響はない。 

     屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及

び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定し

た上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで，

通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等に伴う段差

の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行う，

迂回する，又は砕石による段差解消対策により対処する設計と

する。 

     屋外アクセスルートは，自然現象のうち低温（凍結）及び積

雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両については

走行可能なタイヤ等を装着することにより通行性を確保できる

設計とする。 

     屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風（台

風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山の影響及び

生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。 

     屋内アクセスルートは，外部人為事象として選定する火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）

及び有毒ガスに対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に確保する設計とする。 

     屋内アクセスルートの設定に当たっては，油内包機器による

地震随伴火災の影響や，水又は蒸気内包機器による地震随伴溢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87
 

K7 電 Ⅰ R0 

変更前 変更後 

水の影響を考慮するとともに，迂回路を含む複数のルート選定

が可能な配置設計とする。 

 

   (2) 試験・検査性 

     設計基準対象施設は，健全性及び能力を確認するため，発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及

び検査を含む。）が可能な構造とし，そのために必要な配置，空

間等を備えた設計とする。 

     重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発

電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験

又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無

の確認，分解点検等ができる構造とし，そのために必要な配置，

空間等を備えた設計とする。また，接近性を考慮して必要な空

間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少な

くする。 

     設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，使用前事業者

検査及び定期事業者検査の法定検査に加え，保全プログラムに

基づく点検が実施できる設計とする。 

     重大事故等対処設備は，原則系統試験及び漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。系統試験については，テストラインな

どの設備を設置又は必要に応じて準備することで試験可能な設

計とする。また，悪影響防止の観点から他と区分する必要があ

るもの又は単体で機能・性能を確認するものは，他の系統と独

立して機能・性能確認が可能な設計とする。 
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変更前 変更後 

     発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備

は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運

転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独

立して試験又は検査ができる設計とする。 

     代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期

試験及び検査が可能な設計とする。 

     構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，

機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮する

ことにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 5.2 材料及び構造等 

   設計基準対象施設（圧縮機，補助ボイラー，蒸気タービン（発電

用のものに限る。），発電機，変圧器及び遮断器を除く。）並びに重

大事故等対処設備に属する容器，管，ポンプ若しくは弁若しくはこ

れらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は，施設時

において，各機器等のクラス区分に応じて以下のとおりとし，その

際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）又は「発電用原子力設備規格 コンクリート

製原子炉格納容器規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＥ１）等に従い設計す

る。 

   ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2 材料及び構造等 

   変更なし 
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変更前 変更後 

構造物の材料及び構造であって，以下によらない場合は，当該機器

及び支持構造物が，その設計上要求される強度を確保できるよう

日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ１）又は「発電用原子力設備規格 コンクリート製原

子炉格納容器規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＥ１）を参考に同等以上の

性能を有することを確認する。 

   また，重大事故等クラス３機器であって，完成品は，以下によら

ず，消防法に基づく技術上の規格等一般産業品の規格及び基準に

適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求

される強度を確保できる設計とする。 

   重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管のうち主要

な耐圧部の溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法，同じ試験圧力

にて実施する。 

   なお，各機器等のクラス区分の適用については，別紙「主要設

備リスト」による。 

 

  5.2.1 材料について 

   (1) 機械的強度及び化学的成分 

    a. クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心支持構造物

は，その使用される圧力，温度，水質，放射線，荷重その他

の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使

用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含

む。）を有する材料を使用する。 

    b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.1 材料について 

     変更なし 
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変更前 変更後 

ス４管，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２

支持構造物は，その使用される圧力，温度，荷重その他の使

用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する

材料を使用する。 

    c. 原子炉格納容器であって，鋼製部のみで原子炉格納容器

の構造及び強度を持つ部分（以下「鋼製耐圧部」という。）

及びコンクリート製原子炉格納容器の鋼製内張り部等は，

その使用される圧力，温度，湿度，荷重その他の使用条件に

対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使

用する。 

    d. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ストレ

ーナ及び残留熱除去系ストレーナは，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及

び化学的成分を有する材料を使用する。 

    e. 重大事故等クラス３機器は，その使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対して日本産業規格等に適合した

適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用す

る。 

    f. コンクリート製原子炉格納容器は，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な圧縮強度を有

するコンクリートを使用する。 

    g. コンクリート製原子炉格納容器は，有害な膨張及び鉄筋

腐食を起こさないよう，長期の耐久性を有するコンクリー

トを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91
 

K7 電 Ⅰ R0 

変更前 変更後 

    h. コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部に強度

部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下「鉄

筋等」という。）は，その使用される圧力，温度，荷重その

他の使用条件に対して適切な機械的強度，化学的成分及び

形状寸法を有する材料を使用する。 

 

   (2) 破壊じん性 

    a. クラス１容器は，当該容器が使用される圧力，温度，放射

線，荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん性を有

する材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，材質又は

破壊じん性試験により確認する。 

      原子炉圧力容器については，原子炉圧力容器の脆性破壊

を防止するため，中性子照射脆化の影響を考慮した最低試

験温度を確認し，適切な破壊じん性を維持できるよう，原子

炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定することを保安規

定に定めて管理する。 

    b. クラス１機器（クラス１容器を除く。），クラス１支持構

造物（クラス１管及びクラス１弁を支持するものを除く。），

クラス２機器，クラス３機器（工学的安全施設に属するもの

に限る。），鋼製耐圧部，コンクリート製原子炉格納容器の

鋼製内張り部等，炉心支持構造物及び重大事故等クラス２

機器は，その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有

する材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，材質又は

破壊じん性試験により確認する。 
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変更前 変更後 

      重大事故等クラス２機器のうち，原子炉圧力容器につい

ては，重大事故等時における温度，放射線，荷重その他の使

用条件に対して損傷するおそれがない設計とする。 

    c. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ストレ

ーナ及び残留熱除去系ストレーナは，その最低使用温度に

対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また，破

壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験により確認す

る。 

 

   (3) 非破壊試験 

     クラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボルトに限

る。），クラス２機器（鋳造品に限る。），炉心支持構造物及び重

大事故等クラス２機器（鋳造品に限る。）に使用する材料は，

非破壊試験により有害な欠陥がないことを確認する。 

 

  5.2.2 構造及び強度について 

   (1) 延性破断の防止 

    a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，鋼製耐圧部，

コンクリート部が強度を負担しない圧力又は機械的荷重に

対するライナプレート，炉心支持構造物，重大事故等クラス

２機器及び重大事故等クラス３機器は，最高使用圧力，最高

使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設計

上定める条件」という。）において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.2 構造及び強度について 

     変更なし 
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変更前 変更後 

    b. クラス１支持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにお

いて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。 

    c. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫通

部スリーブ及び附属物（以下「貫通部スリーブ等」という。）

が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及び定着金具（ラ

イナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおい

て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。 

      また，ライナアンカについては，全ての荷重状態におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。 

    d. クラス１支持構造物であって，クラス１容器に溶接によ

り取り付けられ，その損壊により，クラス１容器の損壊を生

じさせるおそれがあるものは，b.にかかわらず，設計上定め

る条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。 

    e. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除く。），

クラス１管，クラス１弁，クラス１支持構造物，鋼製耐圧部

（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限

る。），コンクリート部が強度を負担しない圧力又は機械的

荷重に対するライナプレート及び炉心支持構造物にあって

は，運転状態Ⅲにおいて，全体的な塑性変形が生じない設計

とする。また，応力が集中する構造上の不連続部について

は，補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。 

    f. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫通

部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及
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変更前 変更後 

び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅲにおい

て，全体的な塑性変形が生じない設計とする。また，応力が

集中する構造上の不連続部については，補強等により局部

的な塑性変形に止まるよう設計する。 

    g. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除く。），

クラス１管，クラス１支持構造物，鋼製耐圧部（著しい応力

が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。），コンクリー

ト部が強度を負担しない圧力又は機械的荷重に対するライ

ナプレート及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅳにおいて，延

性破断に至る塑性変形が生じない設計とする。 

    h. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫通

部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及

び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅳにおい

て，延性破断に至る塑性変形が生じない設計とする。 

    i. クラス４管は，設計上定める条件において，延性破断に至

る塑性変形を生じない設計とする。 

    j. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，オメガシール

その他のシールを除く。），クラス１支持構造物（クラス１

容器に溶接により取り付けられ，その損壊により，クラス１

容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）及び鋼

製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分

に限る。）は，試験状態において，全体的な塑性変形が生じ

ない設計とする。また，応力が集中する構造上の不連続部に

ついては，補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設
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変更前 変更後 

計する。 

    k. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ストレ

ーナ及び残留熱除去系ストレーナは，運転状態Ⅰ，運転状態

Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物付着による差圧を考慮）において，

全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。 

    l. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接によ

り取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損壊を生

じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び運転状態

Ⅱにおいて，延性破断が生じない設計とする。 

    m. 重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故等ク

ラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により重

大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあるも

のは，設計上定める条件において，延性破断が生じない設計

とする。 

 

   (2) 進行性変形による破壊の防止 

    a. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除く。），ク

ラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。），クラス１支持構造

物，鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。）及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転

状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じない設計とする。 

    b. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫通

部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及

び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅰ及び荷
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変更前 変更後 

重状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じない設計とする。 

 

   (3) 疲労破壊の防止 

    a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。），

クラス１支持構造物，クラス２管（伸縮継手を除く。），鋼

製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分

に限る。）及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態

Ⅱにおいて，疲労破壊が生じない設計とする。 

    b. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート，貫通

部スリーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生じない設計

とする。 

    c. クラス２機器，クラス３機器及び重大事故等クラス２機

器の伸縮継手並びに重大事故等クラス２管（伸縮継手を除

く。）は，設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合に

おいて，疲労破壊が生じない設計とする。 

 

   (4) 座屈による破壊の防止 

    a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形

又は管状のものに限る。），クラス１支持構造物及び炉心支

持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転

状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。 

    b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形

又は管状のものに限る。）及びクラス１支持構造物（クラス
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変更前 変更後 

１容器に溶接により取り付けられ，その損壊により，クラス

１容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）は，

試験状態において，座屈が生じない設計とする。 

    c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管，クラス３機器，

重大事故等クラス２容器，重大事故等クラス２管及び重大

事故等クラス２支持構造物（重大事故等クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊により重大事故等クラス

２機器に損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）は，

設計上定める条件において，座屈が生じない設計とする。 

    d. 鋼製耐圧部は，設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ及び

運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。 

    e. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫通

部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及

び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅰ，荷重

状態Ⅱ，荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳにおいて，座屈が生じな

い設計とする。 

    f. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接によ

り取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損壊を生

じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び運転状態

Ⅱにおいて，座屈が生じないよう設計する。 

 

   (5) 圧縮破壊の防止 

     コンクリート製原子炉格納容器のコンクリートは，荷重状

態Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，圧縮破壊が生じ
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変更前 変更後 

ず，かつ，荷重状態Ⅳにおいて，コンクリート製原子炉格納容

器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が生じない設計とする。 

 

   (6) 引張破断の防止 

     コンクリート製原子炉格納容器の鉄筋等は，荷重状態Ⅰ，荷

重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，降伏せず，かつ，荷重状態

Ⅳにおいて，破断に至るひずみが生じない設計とする。 

 

   (7) せん断破壊の防止 

     コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部は，荷重

状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，せん断破壊が生

じず，かつ，荷重状態Ⅳにおいて，コンクリート製原子炉格納

容器が大きな塑性変形に至るせん断破壊が生じない設計とす

る。 

 

   (8) ライナプレートにおける荷重及びコンクリート部の変形等

による強制ひずみの制限 

     コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫通部

スリーブ等が取り付く部分を除く。）は，荷重状態Ⅰ及び荷重

状態Ⅱにおいて，著しい残留ひずみが生じず，かつ，荷重状態

Ⅲ及び荷重状態Ⅳにおいて，破断に至らない設計とする。 

 

  5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

について 
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変更前 変更後 

     クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，クラス２管，ク

ラス３容器，クラス３管，クラス４管，原子炉格納容器，重大

事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管のうち主要な

耐圧部の溶接部は，次のとおりとし，使用前事業者検査により

適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部

の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破

壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士である

ことを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認す

る。 

  

     変更なし 
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   (2) 適用基準及び適用規格＊ 

変更前 変更後 

第 1章 共通項目 

 蒸気タービン設備に適用する共通項目の基準及び規格については，原子

炉冷却系統施設の「第 1章 共通項目」に示す。 

 

第 1章 共通項目 

 変更なし 

第 2章 個別項目 

 蒸気タービンに適用する個別項目の基準及び規格は以下のとおり。 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

 （平成 25年 6月 19日原規技発第１３０６１９４号） 

 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈 

 （平成 17年 12月 15日原院第５号） 

 

・発電用火力設備の技術基準の解釈（平成 25年 5月 17日２０１３０５０

７商局第 2号） 

 

・ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１―2005/2007 発電用原子炉設備規格 設計・建

設規格 

 

 

第 2章 個別項目 

 変更なし 

注記＊：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43条の 3の 10第 1項の規定に係る設計及び工事の計画に記載された適用基準及び

適用規格について記載している。 
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原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格のうち，本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。 

変 更 前 変 更 後 

第 1章 共通項目 

 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（ＪＥＡＧ４

６０１・補-1984） 

 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１-1987） 

 

・日本建築学会 1999年 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説  

－許容応力度設計法－ 

 

・日本建築学会 2005 年 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・

同解説 

 

第 1章 共通項目 

変更なし 

 

上記のほか「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。 
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1 

Ⅱ 工事工程表 

 

 2022年 2023年 

2024年 1月以降 
3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

蒸気タービン 

取替工事 

                            

  △：構造，強度又は漏えいに係る検査をすることができる状態になった時 

  ☆：機能又は性能に係る検査（工事完了時の検査）をすることができる状態になった時  

△ 

 

△ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
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Ⅲ 変更を必要とする理由を記載した書類 
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Ⅲ 変更を必要とする理由を記載した書類 

 

新潟県中越沖地震後の対応による主タービン各部の点検作業において，低圧タービン翼フォー

ク部に折損・クラック等の損傷が認められ，損傷が確認された翼は新製交換等にてプラントの再

稼働を行っている。 

本事象を踏まえ，翼の信頼性向上対策として低圧タービンの車軸，円板，翼，噴口，及び隔板

を設計改良し取替えることにより信頼性の向上を図るものである。 
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Ⅳ 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43条の 3

の 10第 1項の届出をした年月日を記載した書類 
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 当該事業用電気工作物に係る核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条

の 3の 10第 1項の届出をした年月日は以下の通り。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 設計及び工事計画届出書番号 

  原管発官 R3第 264号（令和 4年 3月 29日） 
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Ⅴ 添付書類 

 

 

 

 

 



1 

 「原子力発電工作物の保安に関する省令第 15条第 1号の規定に基づく指示について」（平成 25

年 7月 8日原規技発第 1307081号・20130628商第 22号）により，原子力規制委員会及び経済産業

大臣から添付することを要しない旨指示のあった以下の添付書類については，添付を省略する。 

 

 省略した添付書類 

・発電所熱精算図 

・安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

・蒸気タービンの構造図 

・蒸気タービンの制御方法に関する説明書 

・蒸気タービンの振動管理に関する説明書 

・蒸気タービンの基礎に関する説明書 

・耐震性に関する説明書 

・蒸気タービンの強度に関する説明書 
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